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様式３ 

会   議   録 

会議名 

（審議会等名） 
相模原市労働報酬等審議会 

事務局 

（担当課） 
契約課 電話０４２－７６９－８２１７（直通） 

開催日時 令和４年３月９日（水）～３月１１日（金） 

出 

席 

者 

委 員 ６人（別紙のとおり） 

その他   

事務局 ６人（契約課長、他３人） 

公開の可否 □可  ■不可  □一部不可 傍聴者数 ０人 

公開不可・一部

不可の場合は、

その理由 

書面会議のため 

会議次第 

１ 議題 

相模原市公契約条例の施行状況について 

 

２ 報告事項 

公共工事設計労務単価の改定に伴う令和３年度対象工事請負契約

の労働報酬下限額の改定及び令和４年度対象工事請負契約の労働報

酬下限額の設定について 
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審  議  経  過 

主な内容は次のとおり。（○は委員の発言、●は事務局の発言） 

 

 

（審議を書面等で行った理由） 

 新型コロナウイルス感染症のまん延を防ぐために、委員等が一堂に会する方法により

会議を開催することが困難であったため、書面により労働報酬等審議会委員の意見を求

め、回答を得ることにより会議の開催に代えることとした。 

  また、議題及び報告事項について、事務局より説明資料の送付を行い、書面により審

議を行った。 

 

 

１ 議題 

相模原市公契約条例の施行状況について 

〇相模原市公共工事において、建設キャリアアップシステム（CCUS）の導入について、

令和２年度２回目の審議会において検討をしていくといった回答でしたが、進捗はい

かがでしょうか。 

令和４年２月末には、CCUS 技能者登録が８１万人を超えました。少なくとも、令和４

年度、CCUS モデル現場を設置し、就業履歴蓄積と登録職種の確認を要望します。（中

間委員） 

⇒●本市では、令和３・４年度の入札参加登録において、主観点事項の評価項目に「建

設キャリアアップシステムへの登録」を加え、登録を行っている事業者に対して評

価点を加点することで、普及を図る取組を継続しています。 

CCUS モデル現場の設置に関しては、他の手法による CCUS 普及施策を含め、建設関

連団体等の意見なども踏まえながら、引き続き検討してまいります。 

 ○市発注の公共工事では、原則、全ての工事を対象に、週休２日に必要な工期を確保し、

週休２日取得に要する費用を計上していること、大変すばらしい取組です。引き続き、

建設技能者の処遇改善に向けて、様々な立場の方と連携して進めていくことができれ

ばと思います。（中間委員） 

⇒●本市としても、引き続き、善処してまいります。 

 ○労働状況台帳の不備というのは、今回も形式的な不備だったのでしょうか。（根岸委員） 

 ⇒●旧様式の使用や記載箇所の誤りなど、形式的な不備が大部分ですが、チェック作業

の過程で、支払額が下限額に満たない事例も確認しました。 

なお、当該事例については、速やかに不足額の支払いを指示し、その後、正しく支

払われたことを確認しています。 
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○令和３年４月に労働報酬下限額を下回った賃金が支払われていたことが分かった件で

すが、当該指定管理者から提出された報告書には、再発防止策としてどのような対策

があげられていたのでしょうか。アンケート調査で、説明がなかった、カードの配布

がなかった等の回答が少数ながらあったとのことでしたので、対策としてどのような

ことを決めたのか気になりました。（根岸委員） 

 ⇒●当該指定管理者の再発防止策は、次のとおりです。 

① 複数名による社内での下限額確認体制の整備 

② 下限額遵守確認書（独自様式）の作成と市への提出（毎年度） 

③ 公契約条例に係る周知の実施と対象労働者からの確認書署名受領（毎年度当初） 

④ タイムカード打刻スペースへの周知チラシの貼付と周知カードの常時配架 

⑤ 労働状況台帳と併せての署名入り周知確認書の市への提出（毎年度） 

上記③及び⑤については、通常、雇い入れのタイミングで周知を行い、その確認と

して各労働者の署名を受けた確認書を、指定管理期間初年度と期間満了時の２回、

市への提出を義務付けているものですが、これを毎年度行うという対応策です。 

アンケートにおいて、説明がなかったなどの回答があったことについては、多数の

対象労働者に対して一斉周知を行ったがため、説明不十分となったのではないかと

考えており、対象者に応じた丁寧な説明対応を依頼したところですが、引き続き状

況を注視し、必要な指導を行いたいと考えております。 

 

 

２ 報告事項 

公共工事設計労務単価の改定に伴う令和３年度対象工事請負契約の労働報酬下限額の改

定及び令和４年度対象工事請負契約の労働報酬下限額の設定について 

 

（異議なし） 
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相模原市労働報酬等審議会委員出欠席名簿 

 

氏 名 区 分 所 属 等 備 考 出欠席 

中屋 裕仁 
学識経験の

ある者 

神奈川県社会保険労務士会副会長 

特定社会保険労務士 
会長 出席 

根岸 小百合 
学識経験の

ある者 

神奈川県弁護士会所属 

弁護士 
 出席 

川﨑 晴彦 
労働者団体

の代表者 

日本労働組合総連合会神奈川県連

合会相模原地域連合議長 
 出席 

中間 忠良 
労働者団体

の代表者 

全国建設労働組合総連合相模原市

建設労働組合協議会事務局長 
 出席 

草薙 喜義 事業者 相模原商工会議所３号議員  出席 

櫻内 康裕 事業者 相模原商工会議所常議員  出席 

（敬称略・区分ごと五十音順） 

 


